
かもつゆそう

代を迎えるに:Eり ，こ の難局を打開 して:i!ll};l!物資の輸送を確保

するこ とが国家的な裂がf と な って きたものである。さらにH百平"

15 ・ 2 iWJ令に より陵巡統制令が施行されて戦時統制的輸送の強

化をj自られ， 計四経済と輸送の発展に対応すべく改正されたも

のである 。

日華 l:Jf.変はますます広大して欽道輸送は L 、よし、よひ っ迫し ，

ur?和 17 ・ 5 iWJ令に より鉄道輸送協議会官jljIJが施h され，物資の

輸送統制は次第に~i化され，貨物輸送事務の内容も計 îl!!i ・ 実地の

全分別にわたっていちじる し く 料制1\となり， その情勢付、 :1:i く 1Il'，

利 16年の太平洋戦争からその終戦後ま でつづけられたのである。

J以後こ のような戦時色条項を]反除くため昭和 21 ・ 4 かな り大

申1Mに改正された。

しかしその後経済の向 i主l 化， 公共企業体 と しての日本国有鉄

道の発足に伴なう新体制にふさわしい規程とするため，昭和1

26 ・ 5 に改正され今日に至っているのである。その内容を列記す

ればつぎのようである。

l 総 fIIJ (鈎 1 章)

(1) 規約の目的 (2) 適用範凶 と貨物輸送に |民lする職務命令

(3) 川諮の説明 (4) 貨物紛送に!刻する手配権 (5) 貨物輸送

について行う配車課長， 支社調査役， 営業部長又は運輸 .1~H長の

専決執行m (6) 自己 11<命令の厳守 (7) 分界以の指定 (8) 貨

物の輸送IlWU i'= (9) 貨1112えび貨物の輸送経路 (10) 列車又は連

絡船も し く は巡送経路指定貨物の処FJlプ'5 (11) 輸送制限の手回目

立tひにそのi迅速及び処理方 (12) 定時通話方式による指令又は

状況報告 (13) 業務既査。

2 W 事(第 2 章)

m;(~ の各事fill別の使用ブJ及び使用上の注意事項。

3 貨物輸送用具(第 3 1，1)

貨物輸送!日具の極類・規1者・使用目的及び使用方。

4 貨ïlIIド架及び貨車表示諜(第 4 章)

その飯IJí ・ 様式 ・ 作成ブ15 ， 記載方及び取扱ブJ。

5 貨物輸送計 図(封印 5 1;1)

(1) 貨物輸送計画の策定 とその ;Ij\;礎 となる輸送能力及ひ出貨

力の怨定 (2) 貨物輸送計 画の決定 と これが通途方並びに突施

方。

6 i'E1'Uえび背後在貨の調査 ctl~ 6 1主)

川 訊!査の担当 (2) 在貨の区分及び定量在貨と普通在貨の

意義 (3) 1'El'î調査の方法。

7 1'i:Ill の配給(第7'1主)

(1) 貨111の配給M百fí'; (2) 定iif在貨の貨車配給

8 貨J!ï 及び貨物輸送JlJ具の五Ii HJ(第 8 ifl:) 
(1) 巡mの基本 (2) 1'(11工及び貨車用 γ ー ト ・ ロ ー プの巡用

効率 (3) l'�:III ìílUfJのnJUIlJ (4) 貨車及び貨車用 シ ート ・ ロー

プ巡丹] 号 l il!!iの策定及びその通達並ひ下こ実施方 (5) 貨車及び貨

車川シー ト ・ロー プの迎用方 (6) 専用貨車及び司'H百貨111の設

定以び五lil \J プ'j (7) 大物事の巡mブ'] (8) 迎車の匝l入方とその

連川に|話lする 祉制止との協定 (9) 社車及び私有貨JI1の迎用方

1l0) 11I ，I:lj;輸送用具&び貨JI1入換機J'l.，lf2ひ.に荷役丹l具の盤町ij及び

巡m力。

9 1'( JII輸送(第 9 :l主)

川 貨車輸送納付 (2) W車直送の原目11 ( 3) 貨車の解結方

(4) tdi立駅の使命 15) 列車の節目Ij及ひ:w成 )'j (6) 集結納送

の指定。

10 小口貨物輸送(第 1 0 靖'i:) 

川 輸送の原HlI (2) 直送のJl;l t!l1 (3) 輸送計闘の作成 (4) 

小口紋-qlの五li行方及び貨物の絞載ブï 15) 飲合事及び代用車の

tifiIJi (6) 獄合) Iil立び代 I 11車の指定及ひ仕立方並びにß'(載方。

11 貨物輸送に|品lす る 帳表(第 1 2 章) (第 11 m 削除)

(1) シ ート ・ ロープ送状 (2) 貨車配給整!1l!íf~ (3) 貨車活

発締 (4) ゾート ・ ロープ着発簿 (5) 国鉄所有シー ト社線出

入簿 (6) 国鉄所有ロープ社総出入簿 (7) 貨111解結通知書

(8) 貨111中継者草 (9) 貨車連絡I1領序表。

12 報告(割、ï 13 î,t) 
(1) 報告の基本 (2) 報告の極類及び計上方 (3) 本社営業

局 ・ 支社 ・ 鉄道管!1l!局 IMIの通報及ひ:tìな報の交換。(':宮I也実雄)

かもつゆそうトンすう 貨物輸送トン数 その線で現実に輸

送された貨物のト γ数。国鉄では国鉄線発で医l鉄線着のものお

よ び国鉄線発で社線若のものならびに社線発で国鉄線着となる

貨物のト γ数をいう。輸送トン数は貨物輸送の業務設を表わす

も っ とも代表的な数字であって，国鉄で今ま でに年間の輸送ト

ン数が最も多か っ たのは日日和 18 年度の 17，817 万 t であり ， 戦

後ではIIß荊1 26 年度の 16， 206 万 t である。(瀬本男)

かもつゆそうようぐ 貨物輸送用具 貨物を質事に積載して

紛送する場合に使用する各種別具の総称であ って，貨車に直接

用いて貨物のj需拡1 ・ 荷 くずれおよひ.転勤を防止するシー ト ・ ロ

ー プのほか， llï馬類の般車jIに必要な車馬輸送用具，貨車の入換

作業に用いる貨車入換機具および貨物の保管・荷役に用いる荷

役!羽具等を含む。

、/ート ・ ロープ ・ 車馬輸送用具は従来貨車付属品と称してい

たが， 昭和 26 年貨物輸送手続改正の際，他府具を含め現在の

よ うに改称された。

貨物輸送手続に定められている貨物輸送用具の極類はつぎの

とおりである。

1 1空 111用シートおよび貨車用ロ ー プ

2 111馬輸送用具

(1) 踏桓 (ふみいた) 貨車に illIJ物を僚主jIする i場合，作業の安

全を矧するため償創l場と l'i1li との問にかけ波す板を L 、う 。通常

木製の板で， 踏聞に憤俊(よこさん)を付しすべり止めとし， 表

面には貨111の引戸 レ ー ルに引かかる爪をとりつけて， かけはず

れを防いでいる ロ 他貨物の僚主jIに用いることもある。

(2) 橋 板 車両実質をß'(卸する場合，自主街l場と 貨車および

貨車相互間の iili結問聞に渡し， f'i'業を容易にするため使用する

板を L 、う。ホ ムと貨車戸 口 ，貨車戸口相互間にかけ渡して貨

物の政在jI作業にm~、る板をもいう ことがある。

( 3) 道 板 車両類を ß't 在日する場合に， 長物事の岐をおお

っ て作業を容易にするため使用する板をいう。

3 貨111入換機具およひ.荷役用具

11) 入換ill!J111 ( 本 貨車移動総) (2) 動車てこ 貨車手折1作業

のi幼合に貨]11の起!fV) または移動の作業をたすけるために剤いる

もので， て この原理を応日]した用具でーある。貨1lIjff;進慢または

ピンチパー ともji'J;する。m: :置は 13 kg ないし 15 kg，柄の長さは

2 m くらいで，先端の ll1紛との接触部はS止または鋼でつくられ

ている。国鉄ではクノレマ式 ・ 東迎式 ・山本式 ・ 小高式等を使用

している。 使用ブJは先立耐をレ ー んと車輪との接点の近レところ

に当て，ハンドノレを上下させて車輸を回転させる。平たん線で

ワムの般車 2 ないし 3 岡を l 人でj佐進できる。 (3 ) 貨物おお

い (4) 荷役汗j ，;..-ート ( 5) 鱒網 盗難を防止するため，荷物

を依んど上にかける網をしづ。 麻なわをも ってあらく 繍まれて

いる。 (6) すの子 荷物を留置したり保管する場合， 直接ホ ー

ムまたは保管障の土問等におくと汚煩または補償するこ とがあ

るので，これを防止するため台わくにぬき{涯を等間隔にすかし

採りしたものを使用する。この台をすの子 と いう。 (7) コロ
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